
【関係法令】 

 

○特定商取引に関する法律(抜粋)  ※平成２１年１１月３０日現在 

（定義） 

第２条 この章において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。 

一 販売業者又は役務の提供の事業を営む者（以下「役務提供事業者」という。）が営業所、代理

店その他の経済産業省令で定める場所（以下「営業所等」という。）以外の場所において、売買

契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は役

務を有償で提供する契約（以下「役務提供契約」という。）の申込みを受け、若しくは役務提供

契約を締結して行う指定役務の提供  

二 販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて

営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者（以下「特定顧客」という。）

から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う指定商品若しくは指

定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約

を締結して行う指定役務の提供 

２、３ 略 

４ この章及び第６７条第１項において「指定商品」とは、国民の日常生活に係る取引において販売

される物品であって政令で定めるものをいい、「指定権利」とは、施設を利用し又は役務の提供を

受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるものを

いい、「指定役務」とは、国民の日常生活に係る取引において有償で提供される役務であって政令

で定めるものをいう。 

（訪問販売における氏名等の明示） 

第３条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、そ

の相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結

について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類を明らかに

しなければならない。 

（禁止行為） 

第６条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結につ

いて勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しく

は解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。 

一 商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他こ

れらに類するものとして経済産業省令で定める事項  

二 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価  

三 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法  

四 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期  

五 当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約若しくは当該役務提

供契約の解除に関する事項（第９条第１項から７項までの規定に関する事項を含む。） 

六 顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項  

七 前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客

又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの 

２ 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘

をするに際し、前項第一号から第五号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をして

はならない。 



３ 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又

は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を

威迫して困惑させてはならない。 

４  略 

（指示） 

第７条 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第３条から第６条までの規定に違反し、又は次

に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける

者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要

な措置をとるべきことを指示することができる。 

一、二 略 

三 前二号に掲げるもののほか、訪問販売に関する行為であつて、訪問販売に係る取引の公正及び

購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして経済産業省令で定める

もの。 

（業務の停止等） 

第８条 主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第３条から第６条までの規定に違反し若し

くは前条各号に掲げる行為をした場合において訪問販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務

の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務

提供事業者が同条の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、

一年以内の期間を限り、訪問販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることがで

きる。 

２ 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。 

 

○特定商取引に関する法律施行令(抜粋)   ※平成２１年１１月３０日現在 

（指定商品等） 

第３条 法第二条第四項の指定商品は、別表第一に掲げる物品とする。 

２ 略 

３ 法第二条第四項の指定役務は、別表第三に掲げる役務とする。  

別表第一（第３条関係） 

一～三十一 略 

三十二 家庭用の医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゆう器、磁気治

療器、医療用物質生成器及び近視眼矯正器 

三十三～三十八 略 

三十九 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオルその他の家庭用繊維製品及び壁紙 

四十～五十八 略 

  別表第三（第３条関係） 

   一～三 略 

   四 住居又は次に掲げる物品の清掃 

    イ、ロ 略 

    ハ 床敷物及び布団 

    ニ～ヘ 略 

   五～二十一 略 

 

 



○特定商取引に関する法律施行規則(抜粋)   ※平成２１年１１月３０日現在 

（訪問販売における禁止行為） 

第７条 法第７条第三号の経済産業省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 

一 訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧

誘をし、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除について

迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。 

二～七 略 

 

○県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(抜粋) 

（不当な取引行為の禁止） 

第１３条 知事は、事業者が消費者との間で行う商品又は役務の取引に関して、次の各号のいずれか

に該当する行為を不当な取引行為として規則で定めることができる。 

一 消費者に対し、販売の意図を隠して接近し、商品若しくは役務に関する重要な情報を提供せず、

又は誤信を招く情報を提供し、消費者を執ように説得し、又は心理的に不安な状態に陥れる等の

不当な方法を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 

二～四 略 

２ 事業者は、消費者との間で商品又は役務の取引を行うに当たり、前項の規定により定められた不

当な取引行為を行つてはならない。 

（不当な取引行為の是正勧告） 

第１３条の３ 知事は、事業者が第１３条第１項の規定により定められた不当な取引行為を行ってい

ると認めるときは、当該事業者に対し、当該不当な取引行為を是正するよう勧告することができる。 

 

○県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則(抜粋) 

（不当な取引行為） 

第２条 条例第１３条第１項第１号の行為に該当する不当な取引行為は、次に掲げるものとする。 

一 商品を販売し、若しくは役務を有償で提供する意図を明らかにせず、若しくは商品を販売し、

若しくは役務を有償で提供すること以外のことが主要な目的であるかのように告げて消費者に接

近し、又はそのような広告宣伝により消費者を誘引して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結

させる行為 

二 商品又は役務の質、用途、取引条件、取引の仕組みその他の取引に関する重要な情報を消費者

に提供しないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 

三～十 略 

十一 長時間にわたり、反復して、又は早朝若しくは深夜に電話をかけ、又は訪問する等の迷惑を

覚えさせるような方法を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 

十二 消費者がその住居又はその業務を行つている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかか

わらず、それらの場所から退去しないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 

十三～十九 略 

二十 商品又は役務に関し、消費者が契約の締結の勧誘を受けることを拒絶する旨の意思を示した

にもかかわらず、又はその意思を示す機会を与えることなく、電話をかけ、又は訪問して、契約

の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 

二十一～二十二 略 

 


